
 

 

 

          

 

 

 

 

    報道関係者各位 

 

 

 

鳥取県最低賃金の改正に関する審議が始まります 

－ 現行の時間額８２１円の改正を諮問 － 

 

 

 

鳥取労働局長（山本
やまもと

 浩司
こ う じ

）は、令和４年７月４日に開催される鳥取地方最低賃金審

議会（会長 佐藤
さ と う

 匡
まさし

）に対して、令和４年度「鳥取県最低賃金」の改正決定に関する諮

問を行う予定です。 

今後、同審議会の下に専門部会が設置され、調査審議が行われます。 

 

 

 

【参考１】鳥取県最低賃金額の推移（過去５年間） 
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鳥取労働局労働基準部賃金室 

   室  長  片山 竜次 

室長補佐  長谷川 徹 

電   話   0857-29-1705 

 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年 

時 間 額 ７３８円 ７６２円 ７９０円 ７９２円 ８２１円 

引上げ額 ２３円 ２４円 ２８円 ２円 ２９円 

引上げ率 3.22％ 3.25％ 3.67％ 0.25％ 3.66％ 
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【参考２】最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 

 

１ 働き方改革サポートオフィス鳥取 

 中小企業・小規模事業者の皆様のために、労働関係助成金の活用などのご相談に対

応、支援することを目的に「働き方改革サポートオフィス鳥取」（事業受託者：鳥取

県社会保険労務士会）を設置しています。 

相談窓口：℡0800-200-3295（月～金、9：00-17：00） 

E-mail ：hatasapo-tottori@crest.ocn.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/tottori.html 

 

 

２ 業務改善助成金 

 業務改善助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低

賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 

 生産性の向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引上げ

た場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。 

相談窓口：働き方改革サポートオフィス鳥取（月～金、9：00-17：00） 

     鳥取労働局 雇用環境・均等室 

     ℡0857-29-1701 

      

申 請 先：鳥取労働局 雇用環境・均等室 

 

 

【参考３】最低賃金審議会の調査審議に基づく地域別最低賃金決定の仕組み 
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